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週休 2日工事に関する留意事項

1．週休 2日工事の考え方について
・土日祝日に関わらず、対象期間内に 4週 8休の割合で現場閉所を行ったと認められる
状態を週休 2日工事として扱う。

・完全週休 2日制ではないため変則的な休日確保も可能であるが、制度の趣旨を考慮し
て偏りがない休日設定をお願いしたい。
・悪天候で休工日となった日を休日に振替えることは可能とする。
・現場閉所日に別契約の工事に従事することは制限しない。

2．現場閉所について
・現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態
を現場閉所として扱う。

・巡回パトロール、機器の保守点検、コンクリート打設後の散水養生等の現場の管理上
必要であり、工事の進捗に影響がない作業は現場閉所中でも実施可能とする。

・施工箇所が点在する工事は、各現場単位ではなく工事全体が閉所している状態を現場
閉所として扱う。

3．工期延長時の対応について
・増工等による工期延長分も週休 2日工事の対象とする。
・ただし、週休 2日を確保するための工期延長は認めない。

4．分離分割発注工事の対応について
・現場閉所日を全工区共通日ではなく、各工事契約単位での設定を可能とする。

5．週休 2日工事実施の確認方法について
・週休 2日工事の実施状況の確認は、現場施工完了後に提出される休日等所得実績調書
のみで行う。

・虚偽報告の疑いや不正通報があった場合、受注者へのヒアリングや追加資料の提出を
求める場合がある。
・不正が確認された場合、市の処分規定の｢不正又は不誠実な行為｣に該当する。

6．ペナルティについて
・週休２日工事を希望しなかった、または週休 2日工事の実施を希望したが未達であっ
た工事について、工事成績評定上の減点等のペナルティは行わない。
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7．入札公告について
・週休 2日工事の対象となる工事については、入札公告や特記仕様書等で明示する。

8．入札金額について
・週休 2日工事の実施に係る経費は現場作業完了後に設計変更で上乗せ補正するため、
入札時は週休 2日の経費を見込まない金額で応札すること。
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